
募　

集

登
別
市
男
女
共
同
参
画
社
会
づ

く
り
推
進
会
議
の
委
員
を
募
集

し
ま
す

▼
対
象　

市
内
居
住
の
方

▼
任
期　

4
月
〜
平
成
27
年
3
月

▼ 

活
動
内
容　

事
業
計
画
の
策
定
や
提
案

な
ど
。
年
6
回
程
度
会
議
を
開
催

※
報
酬
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
定
員　

5
人

▼
選
考
方
法　

書
類
選
考

▼ 
申
込
方
法　

市
民
サ
ー
ビ
ス
グ
ル
ー
プ

や
各
支
所
に
備
え
付
け
ま
た
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
掲
載
の
申
込
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
2
月
22
日
㈮
ま
で
に
持
参
、

郵
送
ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル
で
市
民
サ
ー
ビ

ス
グ
ル
ー
プ
（
〒
059

－

8
7
0
1　

中

央
町
6
丁
目
11
・
Ｅ
メ
ー
ル
：simin_

danjyo@
city.noboribetsu.lg.jp)

▼
問
い
合
わ
せ　

市
民
サ
ー
ビ
ス
Ｇ

 

（
☎
85
2
1
3
9
）

雪
上
安
全
法
養
成
講
習
Ⅱ
を

開
催
し
ま
す

青
年
国
際
交
流
事
業
に

参
加
し
ま
せ
ん
か

危
険
物
取
扱
者
試
験
を

行
い
ま
す

▼ 

月
日　

2
月
24
日
㈰
、
3
月
10
日
㈰
・

17
日
㈰

▼
場
所　

サ
ン
ラ
イ
バ
ス
キ
ー
場

▼ 

対
象　

赤
十
字
雪
上
安
全
法
Ⅰ
の
資
格

を
有
す
る
方

▼ 

内
容　

ス
キ
ー
場
で
の
急
病
人
や
け
が

人
の
救
助
、
応
急
手
当
な
ど
の
知
識
と

技
術
を
学
び
ま
す

※ 

全
日
程
を
終
了
し
た
方
に
は
『
受
講
証
』

ま
た
は
『
認
定
証
』
を
交
付
し
ま
す
。

▼
定
員　

10
人

※ 

人
数
が
少
な
い
場
合
は
、
中
止
に
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▼
参
加
料　

500
円
（
保
険
料
な
ど
）

　

内
閣
府
は
『
東
南
ア
ジ
ア
青
年
の
船
』
、

『
国
際
青
年
育
成
交
流
』
、
『
日
本
・
中

国
青
年
親
善
交
流
』
、
『
日
本
・
韓
国
青

年
親
善
交
流
』
の
参
加
者
を
募
集
し
て
い

ま
す
。

　

各
国
の
青
年
と
研
修
・
交
流
を
行
い
、

自
分
を
成
長
さ
せ
て
み
ま
せ
ん
か
。

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　

北
海
道
国
際
課

 

（
☎
011

－

204

－

5
0
9
2
）

▼ 

申
し
込
み　

2
月
20
日
㈬
ま
で
に
日
本

赤
十
字
社
登
別
市
地
区
事
務
局
（
社
会

福
祉
Ｇ
内
・
☎
85
1
9
1
1
）

▼
試
験
日　

3
月
24
日
㈰

▼
試
験
地　

札
幌
市

▼
試
験
種
類　

乙
種
（
第
4
類
）
、
丙
種

▼
願
書
受
付
期
間

•
書
面
申
請　

2
月
18
日
㈪
〜
26
日
㈫

•
電
子
申
請　

2
月
15
日
㈮
〜
23
日
㈯

※ 

詳
し
く
は
消
防
本
部
・
消
防
署
・
各
消

防
支
署
に
問
い
合
わ
せ
る
か
、
㈶
消
防

試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　

消
防
本
部
総
務
Ｇ

 

（
☎
85
9
6
1
1
）

　日本年金機構は、年金記録問題
の解決に向けて、『ねんきん定期
便』などを送付し、ご確認をお願
いしていましたが、今なお持ち主
が分からない記録が多数残ってい
ます。
　年金記録に「もれ」や「誤り」
があるのではとご心配のある方は、
年金事務所などにご相談ください。
※ キャンペーンの内容は、日本年
金機構のホームページをご覧く
ださい。

◎ねんきん定期便・
　ねんきんネット専用ダイヤル
☎0570－058－555
受付時間　
　月～金曜日　 9時～20時
　第 2土曜日　 9時～17時

道営住宅であえーるはまなす団地道営住宅であえーるはまなす団地とと
道営住宅鷲別団地道営住宅鷲別団地をを
津波避難ビルに指定津波避難ビルに指定しましたしました

　１月10日㈭に北海道と『津波時における津波避難ビ
ルとしての使用に関する協定』を締結しました。

津波避難ビル名 住所 一時避難場所 入口
道営住宅
であえーる
はまなす団地

栄町 1丁目
10－24・25 4 ・ 5 階廊下 １階玄関

道営住宅
鷲別団地

鷲別町 3丁目
45－ 4 ・ 5 4 ・ 5 階廊下 １階玄関

◎津波避難ビルとは
　市内で津波が発生、または発生する恐れがあるとき
に、万が一避難が遅れ、高台の避難場所までの避難が
困難な方が、やむを得ず緊急的・一時的に避難するた
めの施設です。
　津波避難ビルは津波警報または大津波警報が発表さ
れたときに避難するための施設ですが、必ずしも安全
を保障する場所ではありませんので、まずは高台の避
難場所を目指して避難してください。

問い合わせ　総務グループ（☎85１１３０）問い合わせ　総務グループ（☎85１１３０）

問い合わせ　
室蘭年金事務所（☎㉔７１０４）

『気になる年金記録、
再確認キャンペーン』を
実施しています

広報のぼりべつ2013年2月号17
くらしのガイド　　　
市や国、道からのお知らせ


